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平成１８年第３回高森町議会臨時会（第１号）

平成１８年１１月１６日

午前１０時０５分開会

於 議 場

１．議事日程

開会（開議）宣告

日程第１ 会議録署名議員の指名について

１３番 佐伯 金也君

１４番 後藤 英範君

日程第２ 会期の決定について

（１）会 期（１日間）

自 平成１８年１１月１６日

至 平成１８年１１月１６日

（２）会期及び審議の予定

月 日 会議の種類 備 考

１１月１６日（木） 本会議

日程第３ 同意第 ６号 高森町固定資産評価員の選任につき同意を求めることにつ

いて

日程第４ 議案第６７号 財産の無償譲渡について

日程第５ 議案第６８号 辺地に係る公共的施設の整備計画について

日程第６ 議案第６９号 平成１８年度高森町一般会計補正予算について

日程第７ 議員派遣の件について
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２．出席議員は次のとおりである。（１４名）

１ 番 宇 藤 敬 君 ２ 番 白 石 博 昭 君

３ 番 山 室 克 尋 君 ４ 番 山 村 將 護 君

５ 番 甲 斐 直 三 君 ６ 番 野 中 謙 三 君

７ 番 本 田 生 一 君 ８ 番 甲 斐 廣 國 君

９ 番 後 藤 和 昭 君 １０ 番 甲 斐 正 一 君

１１ 番 相 馬 俊 行 君 １２ 番 三 森 義 高 君

１３ 番 佐 伯 金 也 君 １４ 番 後 藤 英 範 君

３．欠席議員は次のとおりである。（なし）

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２０名）

町 長 藤 本 正 一 君 助 役 阿 南 哲 也 君

収 入 役 芹 口 誓 彰 君 総 務 課 長 岩 下 健 治 君

企画財政課長 村 上 源 喜 君 商工観光課長 岩 下 昭 久 君

住民生活課長 瀬 井 公吉郎 君 保健福祉課長 佐 伯 秀 和 君

税 務 課 長 甲 斐 末 久 君 農林振興課長 岩 下 光 広 君

建 設 課 長 色 見 隆 夫 君 水資源対策課長 後 藤 秀 希 君

草部出張所長 岩 下 生 人 君 野尻出張所長 桐 原 一 紀 君

オーガニックアグリ
収 入 役 室 長 佐 伯 実 範 君 廣 木 冨 八 君

セ ン タ ー 長

教育委員会事務局長 杉 田 則 秋 君 企画財政審議員 甲 斐 敏 文 君

総務課長補佐 古 澤 建 生 君 企画財政課長補佐 後 藤 正 三 君

５．本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名）

議会事務局長 長 尾 和 博 君 議会事務局次長 古 庄 良 一 君
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開会 午前１０時０５分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） おはようございます。

それでは、会議に先立ち、町長のご挨拶をお願いします。町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） おはようございます。

本日、平成１８年度第３回の臨時会を開くに当たりまして、一言ご挨拶を申し上

げます。

議員の皆様方におかれましては、何かとご多忙の折、ご出席を賜り、誠に厚くお

礼を申し上げます。今回、臨時会におきましては、人事案１件、事件議決をお願い

するものが２件、予算案が１件、合わせて４件のご審議をお願いをするものでござ

います。

諸議案の内容につきましては、後ほど、説明をさせていただきたいと存じます

が、何とぞよろしくご審議くださいまして、ご決定を賜りますようお願いを申し上

げ、挨拶といたします。よろしくお願いをいたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） どうもありがとうございました。

ただいまから平成１８年第３回高森町議会臨時会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

教育長 渡辺哲郎君からは公務出張のため、欠席届があっておりますので、報告

をしておきます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（相馬俊行君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、１３番 佐伯金也君、１

４番 後藤英範君を指名します。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 会期の決定

○議長（相馬俊行君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本臨時会は、本日１１月１６日の１日にしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］
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○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日に決定しまし

た。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３ 同意第６号 高森町固定資産評価員の選任につき同意を求めることについ

て

○議長（相馬俊行君） 日程第３ 同意第６号、高森町固定資産評価員の選任につき同

意を求めることについてを議題とします。

本件について、提案理由の説明を求めます。町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 同意第６号、高森町固定資産評価員の選任につき同意を求める

ことについて、提案説明を申し上げます。

本町の固定資産評価員 二子石衛君が、今年末をもって退職することに伴い、平

成１８年１１月１３日付けの人事異動によりその職を解き、その後任として、高森

町大字津留２８２３番地、甲斐末久君を税務課長に発令したため、固定資産評価員

に選任するものでございます。

以上、説明申し上げましたが、慎重にご審議の上、速やかにご同意くださいます

ようよろしくお願いをいたします。

○議長（相馬俊行君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

これから、同意第６号についてを採決します。

本件について、同意することにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、同意第６号、高森町固定資

産評価員の選任については、これに同意することに決定しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４ 議案第６７号 財産の無償譲渡について

○議長（相馬俊行君） 日程第４ 議案第６７号、財産の無償譲渡についてを議題とし

ます。
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本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） おはようございます。

議案第６７号、財産の無償譲渡について、提案のご説明を申し上げます。

本件物件は、先の第３回議会定例会におきまして、設置条例の廃止を議決いただ

きましたサンシーセンター高森町産業観光館でございまして、建物の所在は高森町

大字高森字中原１５２６番地３で、種別及び数量につきましては、木造平家建１

棟、２５９.２平方メートル、譲渡の相手方は阿蘇郡高森町大字高森１５３７番地

２、南阿蘇鉄道株式会社、代表取締役社長、藤本正一氏でございます。

財産を無償譲渡するには、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議決

が必要なことからご提案を申し上げました。

慎重ご審議をいただきまして、速やかにご決定承りますようお願いを申し上げ、

説明といたします。

○議長（相馬俊行君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） ６番 野中でございす。

今回、南鉄の方に譲渡されるということなんですけども、今まで南鉄の方の事務

所がございました旧母子センターですね、あそこの建物が今後、どのようになるの

か、さらに、旧母子センターがどちらの所有物になっていたのか、お願いいたしま

す。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 現在、南阿蘇鉄道株式会社が入っております旧母子センタ

ーでございますけども、今後につきましては、まだ計画はなされていないようでご

ざいます。建物につきましては、阿蘇広域行政事務組合の所有でございます。

以上でございます。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

これから、議案第６７号、財産の無償譲渡について採決します。

お諮りいたします。

本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第６７号、財産の無償譲渡

については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第５ 議案第６８号 辺地に係る公共的施設の整備計画について

○議長（相馬俊行君） 日程第５ 議案第６８号、辺地に係る公共的施設の整備計画に

ついてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。企画財政課長 村上源喜君。

○企画財政課長（村上源喜君） おはようございます。

議案第６８号でご提案申し上げました辺地に係る公共的施設の整備計画につい

て、ご説明いたします。

今回の整備計画は、芹口辺地整備計画のうち、馬場～芹口線道路整備事業を追加

するための整備計画であります。この整備計画は、事業実施に伴い必要となる財源

の確保に関するものでありまして、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政

上の特別措置に関する法律に基づき、議会にご提案申し上げるところでございま

す。

なお、この法律に基づく事業につきましては、辺地債の借り入れが可能になりま

すとともに、元利償還金の８０％が地方交付税の基準財政需要額に算入されること

になりまして、町財政にとりましても、有利なものとなっております。

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申

し上げ、説明を終わります。

○議長（相馬俊行君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論はありま

せんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

これから、議案第６８号、辺地に係る公共的施設の整備計画について採決いたし

ます。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり決定したいと思います。これにご異議ありませんか。
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第６８号、辺地に係る公共

的施設の整備計画については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第６ 議案第６９号 平成１８年度高森町一般会計補正予算について

○議長（相馬俊行君） 日程第６ 議案第６９号、平成１８年度高森町一般会計補正予

算についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 議案第６９号で提案いたしました平成１８年度高森町一般会計

補正予算（第４号）についてご説明を申し上げます。

今回の補正予算の主なものは、町誘致企業からの寄附金の受入と、災害復旧事業

に伴う予算措置でありまして、総額３,５５４万３,０００円の増額補正を行うもの

としております。これを現計予算と合算いたしまと、４２億４,０８６万２,０００

円となります。

５ページの地方債の補正は、災害復旧事業に係る財源として起債を追加するもの

でございます。

以下、歳入予算についてをご説明を申し上げます。

８ページの災害復旧費負担金は、農業災害復旧事業に係る受益者負担金でありま

す。国庫支出金の災害復旧費国庫負担金は、今年６月２１日から８月２０日までの

２カ月間において発生した災害復旧事業に係るもので、事業費総額の６６.７％が

交付されるものでございます。また、災害復旧費県補助金は、農地と農業用施設の

災害復旧事業に係る県補助金であります。

９ページの寄附金につきましては、株式会社青山製作所が、本町工業団地内に進

出され本年度で１５周年を迎えられた記念事業の一環として、本町にご寄附をした

い旨の申し出があり、１１月３日に受け入れたものを今回、予算措置をするもので

あります。この寄附金につきましては、町財政が大変厳しい状況下において、誠に

ありがたいことであり、その使途につきましては、町政執行の財源として大事に使

わせていただく所存でございます。

また、町債は、公共土木施設災害復旧事業に伴う財源として、今回、計上するも

のでございます。

次に、歳出予算についてご説明を申し上げます。

１０ページの公共的土木施設災害復旧費は、９月２５日に事業査定が行われまし
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た町道色見環状線外道路１１件、河川１件に係る復旧工事を行うものでございま

す。

１１ページの農地等災害復旧費の農地分については、大字芹口の古畑窪地区の外

２件と、畦畔復旧事業に係る経費と、施設分においては、農業用水路に係る災害復

旧費を計上しております。災害復旧につきましては、災害の防止、被害の軽減を図

るとともに、災害に強い安全なまちづくりを進める必要があり、一日も早く復旧に

努めてまいります。

以上、今回、提案しております補正予算については、その概要をご説明申し上げ

ましたが、ご審議をいただき、速やかにご決定を賜りますようによろしくお願いを

いたしまして、説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

○議長（相馬俊行君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。１３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） １３番 佐伯です。

今回、歳入のところで、青山製作所さんの方から一般寄附金をいただいておりま

す。今、町長がお話をされたように、各自治体、財政が非常に苦しくて、税収の方

も甲斐末久新税務課長さんも言われたとおり、滞納の報告があり、なかなか徴収の

方にも苦慮されておるということで、一般財源にもっていかれるということは、大

変こちらとしてもありがたいことでございます。

これで、町の方に、また私の方がお願いと申しますか、ご質問をしたいと思うん

ですが、ソフトの村もございますし、今、下の企業誘致団地の方にも４社来ていら

っしゃいます。今は、ほとんどの企業がコンピュータ、インターネットを利用し

て、それぞれの注文販売等をされておるんですが、企業の中からはこちらの方に光

通信ケーブルの新規の創設等もお願いしたいと、そうすることによって、道路障害

なんですね、要するに、ここから熊本に行くについても１時間かかる、そしてま

た、いろんな流通の面においても、かなり道路網でリスクをからっておるというこ

とでございます。そうなると、やっぱり通信網だけでも、そういうふうなリスクを

取り払う作業を町としては手助けをしていかなければならないような気がするわけ

でございます。ですから、ソフトの村も以前からソフトの村、ソフトの村と言いま

すが、日本全国、世界中のソフト産業の一つの動きというのは、光通信ケーブルに

よるハイスピード化というのが、どんどん進んできておる。ソフトの村は木は植わ

っている、景色はいいですが、光通信も来ていない。やっぱりそういうところで、

私は、今後、県の方にも要請をしていただきたいと思うんですが、通信網に対する
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障害を取り除くような作業を今後、町も企業と併せてやっていっていただきたいと

思いますが、その辺の働きかけ、今日、いきなり言ってもおそらくそういうふうな

答えは出てこないと思いますけれども、その点について、今後、お願いをいたした

いと思いますが、よろしくご答弁の方、お願いします。

○議長（相馬俊行君） 企画財政課長 村上源喜君。

○企画財政課長（村上源喜君） 今、議員ご指摘のとおり、確かにソフトの村につきま

しても、やはり通信網の整備というのが、一番大事だと思っておりますし、企業団

地についても、そのようなことだったと考えております。

以前、議員の方からＡＤＳＬのお話がございまして、これにつきましては、ＮＴ

Ｔの方にお願いしましたら、早速といいますか、もう実現されております。一部の

地域でございますけども。

今、おっしゃいました光通信ケーブル等につきましては、阿蘇市までは来ており

ますが、立野からこちらの方まではまだ来ていないということと、民間事業者の方

にも一度お話ししましたが、民間事業者としては、なかなか利用者の数とかで、今

のところ計画がないということでございました。しかし、やはり今おっしゃったよ

うなことが一番大事なことであると思いますので、今後、県とも協議しまして、積

極的に県の方にも要望していきたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

これから、議案第６９号、平成１８年度高森町一般会計補正予算について採決し

ます。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり決定したいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第６９号、平成１８年度高

森町一般会計補正予算については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第７ 議員派遣の件について
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○議長（相馬俊行君） 日程第７ 議員派遣の件についてを議題といたします。

お諮りいたします。

本件については、お手元に配布してあります内容で派遣したいと思います。併せ

て、詳細並びに一部変更があった場合については、議長に一任することにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣の件についてはお手元

に配布しております内容のとおり決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 以上で、本臨時会に提案されました全議案議了いたしました。

これで、本日の日程は全部終了いたしました。

会議を閉じます。

平成１８年第３回高森町議会臨時会を閉会します。

－－－－－－－○－－－－－－－

閉会 午前１０時２３分
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。
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